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市道（堤防）通行止めのお知らせ市道（堤防）通行止めのお知らせ
　堤防盛土・舗装工事により、市道米代川堤防線
を通行止めにしています。皆様にはご迷惑をおか
けしますが、ご協力をお願いします。
【工事場所】　米代川右岸堤防（鷹巣橋～栄橋）
　　　　　　鷹巣西大柳岱～綴子船場　地内
【規制期間】　平成 26年３月 31日まで
【規制期間】　車両、歩行者とも終日通行止め

※施工完了箇所
より順次通行を
開放します

　　能代河川国道事務所鷹巣出張所　☎62‐1226

①南鷹巣団地･･･鷹巣字平崎上岱13‐2★
簡易耐火２階建３ＬＤＫ　月額13,900～27,400円
トイレ：汲取　給湯:無　浴室：浴槽無
②胡桃館団地･･･綴子字胡桃館2★
簡易耐火２階建３ＬＤＫ　月額16,200～31,800円
トイレ：水洗　給湯：無　浴室：浴槽無
③高野尻団地･･･綴子字高野尻90‐2（２戸募集）
木造平屋２戸建１ＬＤＫ　月額15,800～31,000円
トイレ：水洗　給湯：有　浴室：ユニットバス
④林岱団地･･･八幡岱新田字林岱89‐1★
木造平屋１戸建３ＤＫ　月額9,700～19,000円
トイレ：水洗　給湯：無　浴室：浴槽無
⑤田の沢団地･･･川井字五郎左ェ門田の沢5‐6★
木造２階建４戸建２ＬＤＫ　月額19,500～38,400円
トイレ：水洗　給湯：有　浴室：ユニットバス　（共益費400円）
⑥冷水岱団地･･･米内沢字冷水岱94‐1
木造平屋４戸建２ＤＫ 月額17,900～35,100円
トイレ：水洗　給湯：有　浴室：ユニットバス
⑦三両団地･･･阿仁水無字寺後1‐5★
木造平屋１戸建３ＤＫ　月額11,100～20,400円
トイレ：水洗　給湯：無　浴室：浴槽有
⑧東裏簡二団地･･･阿仁水無字畑町東裏49‐1★
簡易耐火２階建２ＤＫ　月額10,300～20,300円
トイレ：水洗　給湯：無　浴室：浴槽無
⑨サンコーポラスなかたい住宅･･･鷹巣字東中岱51‐1
鉄筋コンクリート造５階建３ＤＫ　月額41,500円
トイレ：水洗　給湯：無　浴室：浴槽有　（共益費800円）
※★印の住宅は単身入居できません

【入居資格】○収入基準を満たすこと
○住宅に困窮していることが明らかなこと
○市税等を滞納していないこと
【受付期間】　第１回　12月２日（月）～６日（金）
　　　　　　第２回　12月16日（月）～20日（金） 
※第２回の募集住戸については、12月12日以降にお
問い合わせください
【申込み先】　都市計画課（森）／生活課（鷹）／合川
総合窓口センター／阿仁総合窓口センター

【現地案内の日時】　第１回　12月４日（水）又は５
日（木）／第２回　12月17日（火）又は18日（水）
※ご希望の方は希望日の前日までに電話等でお申込いた
だき、当日は住宅所在地の庁舎ホールにお越し願います

　　都市計画課都市計画住宅係　☎72̶5246問

記帳・帳簿などの保存制度の対象者が
平成26年１月から拡大されます

　事業所得などを有する白色申告の方に対する現
行の記帳・帳簿などの保存制度について、平成26
年１月から対象となる方が拡大されます。
■保存が必要な書類
○収入金額や必要経費を記載した帳簿
○受け取った請求書・領収書　など
■現行の対象者
　白色申告の方のうち、前々年分または前年分の
事業所得などの合計額が300万円を超える方

平成26年１月から対象となる方
　事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべ
き業務を行う全ての方（所得税の申告の必要がな
い方も、記帳・帳簿などの保存制度の対象です）

　詳しくは、国税庁ホームページをご覧になるか、
大館税務署にお問い合わせください。
国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）

　　大館税務署　☎0186‐42‐0671
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　測定の結果、
秋田県の通常レ
ベルを超える数
値は観測されて
いません。

市 役 所 本 庁 舎 前
　〃　合 川 庁 舎 前
　〃　森 吉 庁 舎 前
　〃　阿 仁 庁 舎 前
クリーンリサイクルセンター前
一 般廃棄物最終処分場
鷹巣埋立地最終処分場
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測定結果

（単位：マイクロシーベルト毎時）

北秋田市環境放射線量測定結果北秋田市環境放射線量測定結果
空間線量調査（11月15日測定）空間線量調査（11月15日測定）

※県の通常レベル
　0.022～0.086

問い合わせ
生活課環境係
☎62̶1110
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　　健康推進係　☎62-6666問
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がん検診を受診しましょう

　農業用機械に使用する軽油の免税証交付申請の集合受付
を行いますので、交付を希望する方は必要書類を準備のうえ、
申請してください。原則、下期日時以外は受付を行いませ
んので、交付を希望する場合は、必ず申請をしてください

日時　平成26年１月８日(水)10:00～11:30／13:00～15:30
場所　北秋田地域振興局　第１・２会議室　

　　秋田県総合県税事務所北秋田支所　☎0186-49-2211
　　秋田県総合県税事務所課税第二課　☎018-860-3341
問

子宮頸がん・卵巣腫瘍検診
対象者
　○20から39歳の女性
　○40歳以上の偶数年齢女性
検査内容
　問診、視診、細細胞、超音波検査
医療機関
　北秋田市民病院／佐々木産婦人科

乳がん検診
対象者
　○40歳以上の偶数年齢女性
検査内容
　問診、視触診、マンモグラフィー検査
医療機関
　北秋田市民病院／うえだクリニック

※検診料金や無料クーポンの対象年齢は
「25年度健康ガイド」で確認してください。

軽油引取税免税証（農業用）の交付申請を受け付けます軽油引取税免税証（農業用）の交付申請を受け付けます軽油引取税免税証（農業用）の交付申請を受け付けます

交付申請に必要な書類等
免税軽油使用者証
機械の購入証明書
免税軽油使用者証交付申請書
誓約書
秋田県証紙（400円）　※交付時
免税証交付申請書
農業委員会が交付する耕作証明書
免税軽油の引取りなどに係る報告書
前年購入した軽油の納品書又は購入証明書
印鑑
未使用免税証

新規

○
○
○
○
○
○

○

更新
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

継続
○

○
○
○
○
○
○

書換
○
○

○
○
○
○
○
○


